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２．多様な入札契約方式の制度上の位置付け 

2.1 公共工事の品質確保の促進に関する法律 
公共工事の入札契約は、国の機関については会計法、地方公共団体については地方自治法により規定

されており、共に一般競争及び入札による価格競争（最低価格者）を原則としている。 

しかしながら、近年では、大深度のトンネル工事、狭隘な施工ヤードでの工事、現道交通を確保しながら

の工事等、技術的難易度が高く、各施工者が有する固有技術を有効に活用することが効果的な工事が増

えている。また、災害時の対応を含め、地域の社会資本を適切に維持管理できるよう担い手の育成及び確

保が望まれている。 

このような背景を踏まえ、品確法が施行され、工事の性格や地域の実情に応じた適切な入札契約方法

を選択するものとされた。 

品確法第 22 条の規定に基づき平成 27 年 1 月 30 日に公共工事の品質確保の促進に関する関係省

庁連絡会議にて策定された『発注関係事務の運用に関する指針』（以下、「運用指針」という）では、入札契

約方式について表 2-1 のとおりに分類整理しており、公共工事の入札契約にあたっては、これら方式を適

切に組み合わせることが求められている。 

 

表 2-1 運用指針における入札契約方式の分類 

契約方式 

事業プロセスの対象範囲 

に応じた契約方式 

工事の施工のみを発注する方式 

設計・施工一括発注方式 

詳細設計付工事発注方式 

設計段階から施工者が関与する方式（ECI 方式）  

維持管理付工事発注方式 

工事の発注単位 

に応じた契約方式 

包括発注方式 

複数年契約方式 

発注関係事務の支援対象範

囲に応じた契約方式 

ＣＭ方式 

事業促進ＰＰＰ方式 

競争参加者の 

設定方法 

一般競争入札 

指名競争入札 

随意契約 

落札者の 

選定方法 

選定の基準に関する方式 

価格競争方式 

総合評価落札方式 

技術提案・交渉方式 

選定の手続に関する方式 段階的選抜方式 

支払い方式 

総価請負契約方式 

総価契約単価合意方式 

コストプラスフィー契約・オープンブック方式 

単価・数量精算契約方式 
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また、運用指針では、「公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保に資する方式」とし

て以下の 4 つの活用事例を記載している。 

 

●地域における社会資本を支える企業を確保する方式 

※複数年契約、包括発注、共同受注等の組合せを「地域維持型契約方式」とする。 

●若手や女性などの技術者の登用を促す方式 

●維持管理の技術的課題に対応した方式 

●発注者を支援する方式  
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2.2 主要な入札契約方式の概要 
 

運用指針で整理された方式の内、以下の 4 方式について次項にて活用イメージを示す。 

 

●CM 方式 

●設計・施工一括発注方式 

●地域維持型契約方式 

●設計段階から施工者が関与する方式 

2.2.1 CM 方式 

CM 方式は「対象事業のうち工事監督業務等に係る発注関係事務の一部又は全部を民間に委託する

方式」とされ、発注者の体制が量又は質において不足している場合に、民間企業から発注者の立場に立っ

たマネジメントサービスを調達する方式である。 

2.2.2 設計・施工一括発注方式 

設計・施工一括発注方式は「構造物の構造形式や主要諸元も含めた設計を施工と一括して発注する方

式」とされ、現場条件等が特殊であり、施工者のノウハウが必要な場合に、設計と合わせて施工も一度に調

達する方式である。 

なお、本事例集では、設計・施工一括発注方式は入札（総合評価落札方式含む）により契約の相手方

を決定するものを指す。 
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2.2.3 地域維持型契約方式 

地域維持型契約方式は、「複数年契約、包括発注、共同受注等の地域における社会資本の維持管理

に資する方式」とされ、維持、補修等の工事の担い手を将来的に確保することを目的としている。 
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2.2.4 設計段階から施工者が関与する方式 

設計段階から施工者が関与する方式は、「設計段階の技術協力実施期間中に施工の数量・仕様を確

定した上で工事契約をする方式」とされ、発注者が構造物の仕様を確定できない工事に適用される。落札

者の選定方法としては、優先交渉権者の選定後に価格や施工方法等を交渉して工事契約を行う技術提

案・交渉方式が用いられる。 

 

 
 

技術提案・交渉方式については、平成 27 年 6 月に国土交通省の直轄工事向けに「国土交通省直轄

工事における技術提案・交渉方式の運用ガイドライン 」（以下、「技術提案・交渉方式ガイド」という。）が策

定されている。図 2-1 のとおり、モデル事業では、技術提案・交渉方式ガイドを参考に、地方公共団体が抱

える独自の課題やニーズに対応した。 

 

図 2-1 技術提案・交渉方式ガイドと本事例集の関係  

本事例集


